
本市では、平成17年３月に、本市が将来にわたって持続的に発展できるよう、環境の保全及び創造に関する施策
を総合的かつ計画的に推進するため、平成17年度から26年度を計画期間とする「刈谷市環境基本計画」を策定し、
環境施策を推進してきました。
その結果、本市の環境は全般的に改善傾向にありますが、騒音やごみの不法投棄と
いった身近な問題から地球温暖化や生物多様性の保全といった地球規模の問題まで、
引き続き解決に取り組む必要のある課題も多くあります。また、地球温暖化や生物多
様性に関する国内外の取組の進展、東日本大震災の発生等、本市を取り巻く環境・社
会・経済の情勢は大きく変化しています。
こうした変化に対応し、各取組の更なる推進を図るため、環境政策の中長期的な方
向性を示す新たな計画を策定しました。

　本市の環境の状況や、環境をめぐる社会経済情勢の大きな変化を
踏まえて、特に次の3つの視点に重点を置き、この計画を策定しました。

刈谷市の環境を取り巻く現況と主な課題

●人口及び世帯数は、いずれも増加
傾向

●人口や世帯数の増加に伴い、環境負
荷は増加する傾向があるため、一人
当たりの環境への負荷の低減を図る
ことが必要

●自動車関連産業を基幹とした活発な
産業活動を生かして、環境に配慮した
新たな製品の開発や普及を進めるこ
とにより、環境と経済の好循環を目指
すことが必要

●国際的課題であり、市民生活にも大き
な影響を及ぼし得る地球温暖化、資
源循環、生物多様性の問題への対応
や、社会・経済のグリーン化、ＥＳＤの
視点もとりいれた環境教育・学習が
必要
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●家庭部門、業務部門及び運輸部門
の温室効果ガス排出量が大きく増加

●省エネルギー型のライフスタイル、ビ
ジネススタイルへの変革を促し、省エ
ネ機器やエコカーの導入、再生可能
エネルギーの積極的な活用を図ると
ともに、低炭素型のまちづくりを進め
ることが必要

●ごみの総排出量は減少し、リサイクル
率は改善傾向

●廃棄物による環境負荷低減に向け、
引き続きごみ排出量の削減、リサイク
ル率の向上に取り組むことが必要

●天然記念物である小堤西池のカキツ
バタ群落をはじめ、貴重な自然を保全

●生物多様性の保全に向け、水辺、樹
林地、農地等の緑地を保全・創出し、
生態系ネットワークの構築を図ってい
くことや、動植物の生息状況の把握、
特定外来生物の防除等の対策が必要

●大気環境、水環境は、いずれも改善
傾向

●大気環境、水環境の保全に向け、引
き続きエコカーの普及や事業者によ
る環境対策、生活排水対策が必要
●発生源が身近な騒音・振動・悪臭に
ついては、マナーやモラル、各種の法
令遵守を市民、事業者に呼びかけて
いくことが必要

●エコカー及び公共交通機関の利用者
は増加しているものの、自家用車の依
存度がまだ高く、通勤時に激しい渋滞
が発生しているため、更なるエコカー
の普及や公共交通機関の利便性の向
上、渋滞緩和対策が必要

●下水道普及率は大きく向上している
が、河川等の水質改善に向け、今後
も下水道整備と水洗化率の向上を
図っていくことが必要

●都市公園の整備は進んでいるが、市
街地における緑化推進の一環として、
引き続き都市公園の整備に努めるこ
とが必要

●大気、水環境、廃棄物対策について
は、取組の満足度が高く、まちづくり
や交通面での環境配慮、水辺環境の
保全、エネルギー対策については、取
組の満足度が低い

●環境問題や環境保全への取組は、義
務的に取り組まざるを得ない、と考え
ている事業者が多いが、競争力の強
化やビジネスチャンスと捉えている事
業者もいる

計画策定の視点

社会経済の動向

環境の状況

1　各主体の活動領域（暮らし・産業・地域基盤）で環境施策を整理
2　刈谷市の環境を取り巻く状況を踏まえて取組分野（低炭素・資源循環・自然共生・
安全安心）を整理

3　多様な主体の参加と協働による環境都市づくりを横断的に取り組む柱に位置づけ

●刈谷市環境都市アクションプラン
●刈谷市一般廃棄物処理基本計画
●刈谷市都市計画マスタープラン
●刈谷市緑の基本計画
●刈谷市都市交通戦略
●刈谷市住宅マスタープラン　等

第２次刈谷市環境基本計画について

第２次刈谷市環境基本計画は、国や県の環境基本計画を踏まえつつ、刈谷市環境基本条例に基づいて策定するも
のです。
また、「第７次刈谷市総合計画」に掲げる将来都市像『人が輝く 安心快適な産業文化都市』の実現に向け、環境面
における指針となるものです。

計画策定の趣旨

平成27年度から平成36年度までの10年間

　刈谷市環境基本条例の基本理念に立脚します。

計画の位置づけ

計画期間

計画の理念

刈谷市環境基本条例の基本理念
第3条　環境の保全及び創造は、市民が健康で文化的な
生活を営む良好な環境を確保しつつ、将来の世代に
継承されるように適切に行われなければならない。

2　環境の保全及び創造は、人と自然が調和し、環境へ
の負荷の少ない循環型社会を基調としたまちを目指
して、すべての者が協働することによって行われな
ければならない。
3　地球環境の保全は、人類共通の重要課題であるとと
もに、日常の生活活動や事業活動に密接にかかわっ
ていることに考慮して、すべての者の自主的かつ積
極的な取組により推進されなければならない。
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計画の推進と進行管理
環境基本計画の進行管理を定期的、継続的に行うため、環境審議会と庁内会議
を中心として、計画を着実に推進します。

環境審議会
●学識経験者、事業者や各種団体の代表
者、関係行政機関等で構成

●環境基本計画に基づく施策の実施状況、
目標の達成状況、年次報告書等に関する
審議を実施

庁内会議
●関係各課室で構成
●市が実施する施策の実施状況、目標の達
成状況の評価を行い、庁内横断的に計画
を推進

ＰＤＣＡサイクル（計画《Plan》→実行《Do》→点検・評価《Check》→見直し
《Action》）により計画の進行管理を着実に実行します。
計画の進捗状況、環境指標の推移については、年次報告書により市民、事業者
等に公表します。
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環境基本計画の策定
点検・評価結果の
次年度以降の施策
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